
済生会小田指定居宅介護支援事業所緑風荘 

  重 要 事 項 説 明 書           

当事業所は、介護保険法第４６条第１項の規定に基づいた指定居宅介護支援事業所です。 

    介護保険事業所番号  ３ ８ ７ ３ ４ ０ ０ ０ ３ ４ 

    指 定 年 月 日  平成 １２ 年 １ 月 ５ 日  

    サ ー ビ ス 種  別  居 宅 介 護 支 援         

 

１ 事業の目的および運営の方針 

（１） 事業の目的 

 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会が開設する「済生会小田指定居宅介

護支援事業所緑風荘」 （以下「事業所」という。）の介護支援専門員が、要介護状態

にある高齢者に対し、適正な居宅介護支援を提供することを目的とします。 

（２） 運営の方針   

① 事業所は、利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活が営むことが 

できるように配慮するとともに、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応

じて利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービスおよび福祉サービスが、多様な

事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行うものとします。 

② 介護支援専門員は、居宅介護支援の提供にあたっては、利用者の意思および人格を 

尊重し、常に利用者の立場にたって、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種

類に、または特定の居宅サービス事業所に偏ることのないよう、公正中立に行うもの

とします。 

③ 事業所の職員は、事業の運営にあたっては、市町村・老人介護支援センター・他の 

指定居宅介護支援事業者・介護保険施設等との連携に努めます。 

 

２ 職員の職種・人数・職務内容 

    管理者兼介護支援専門員：事業所の統括管理と居宅介護支援の提供  高松 雄介 

    介護支援専門員    ：居宅介護支援の提供            堀江 慎吾 

                                     

３ 営業日および営業時間 

    月曜日～金曜日（８：３０～１７：００） 電話等により２４時間常時連絡が可能

な体制です。 

但し、土曜日・日曜日・国民の祝日・８月１５日・１２月３０日から１月３日は休

業とします。 

 

４ 居宅介護支援の提供方法、内容 

（１） 介護支援専門員が、居宅サービス計画（ケアプラン）の作成の関する業務を担当し 

ます。 



（２） 居宅サービス計画（ケアプラン）の作成 

① 利用者の現在抱えている問題点を明らかにし、自立した日常生活を営むうえで解決 

すべき課題を把握します。 

② 地域の指定居宅サービス事業者に関する情報を利用者または家族に提供し、利用者 

自身がサービスを選択できるよう支援します。 

③ 指定居宅サービス等の担当者からなるサービス担当者会議を開催し、専門的な見地 

からの意見を求めます。 

（３） 居宅サービス計画（ケアプラン）の作成後も利用者および家族、指定居宅サービス 

事業者等との連絡を継続的に行い、必要に応じて居宅サービス計画（ケアプラン）の 

変更等を行います。 

 

５ 利用料その他の費用 

（１） 居宅介護支援を提供した場合の利用料 

 介護保険給付の対象者の場合         無 料 

（２） 交通費 

通常以外の地域を訪問して居宅介護支援を行った場合には交通費の実費の支払い 

が必要となります。なお、自動車を使用した場合の交通費は以下の金額となります。 

  片道おおむね１５㎞未満           無 料 

 片道おおむね１５㎞以上        １㎞につき５０円 

 

６ 通常の事業の実施地域 

     内子町全域 

 

７ 苦情申し立て 

（１） 利用者からの相談また苦情に対応する窓口および担当者 

     電 話  ０８９２－５２－３１０３ 

     担当者  管理者および介護支援専門員 

（２） 当事業所に関する内容については速やかに対応し改善に努めます。 

（３） サービス提供事業者に関する内容については、該当する事業者との連絡・調

整を行います。 

（４） 行政機関の苦情受付窓口は以下のとおりです。                                

   ① 内子町役場  保健福祉班（介護保険担当課） 

     所在地    内子町平岡甲 168番地   

電 話    ０８９３－４４－２１１１ 

②  愛媛県国民健康保険団体連合会 

所在地    松山市一番町４丁目４番２号 

         電 話    ０８９－９６８－８７００ 



８ その他重要事項 

（１） 居宅サービス（ケアプラン）に、訪問看護・通所リハビリテーション等の医療サー 

ビスを位置付ける場合、あるいは医学的観点からの留意事項がある場合は、主治医等

の指示に従います。 

（２） 被保険者証に認定審査会意見が記入されている場合は、その意見を考慮します。ま 

た居宅サービスの種類が指定されている場合、それ以外のサービスは保険給付が行わ

れない（居宅サービスの種類については、変更の申請ができる）ことを、利用者およ

び家族に説明し理解を得たうえで居宅サービス計画（ケアプラン）を作成します。 

（３） サービス担当者会議等において、利用者および家族の個人情報を用いる場合は、事 

前に文書による同意を得ます。 

（４） 業務上知り得た利用者および家族の秘密を漏らさないよう努めます。 

（５） 入院時における医療機関との連携促進の為、入院時に担当の介護支援専門員の氏名 

   等を医療機関に提示して頂くことを利用者等に対して依頼します。 

（６） 当事業所のケアプランの訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与 

   利用状況は別紙の通りです。 


